
第３号様式（第３条関係）

不燃化推進特定整備地区
整備プログラム

【目黒区】

目黒本町五丁目　地区

平成25年11月
第１回変更認定　平成26年11月
第２回変更認定　平成29年 ３月
第３回変更認定　平成30年 １月

目黒区



第３号様式（第３条関係）

　当地区は、目黒区の東南部、品川区と接する位置にあり、地区の南側には東急目黒線西小山駅がある。大正12年の東急目蒲線開通に伴い西小山駅を
中心に市街化が進んできた地区で、多くの老朽化した木造建築物が密集している。
　地区周辺にはいくつかの都市計画道路があり、北東側には補助２６号線、南西側には補助３０号線が接している。また、地区中心部には補助４６号線がと
おり抜けている。補助３０号線については、平成２５年度中に完成を予定しており、補助４６号線については、平成２１年９月に事業認可され、用地買収等が
進んでいる状況である。
　区としては、昭和６３年より木造住宅密集地域整備事業を実施しているところであるが、不燃領域率は未だ５１．２％にとどまっており、細街路が多く残って
いるといった、未だ防災上及び住環境上の問題を抱えている地区である。
　これらの課題に対して地域住民による協議会が定期的に開催され、まちづくりへの気運は高まりつつある。平成１８年度からはこの地区を含む周辺一体
が東京都建築安全条例による新たな防火規制の地域に指定され、また、補助４６号線沿道においては、道路整備と一体となった「沿道まちづくり」として、
平成２２年１月に地区計画の策定及び用途地域等の変更についての都市計画決定を行っている。さらに、沿道の建築物の不燃化による延焼遮断帯の形
成を図るため、平成２２年４月から都市防災不燃化促進事業を導入している。
　なお、隣接の「原町一丁目・洗足一丁目地区」においては、平成２５年４月に先行実施地区として不燃化特区の指定を受けている。

これまでの防災都市づくりの主な取組

目黒本町五丁目

面積
(ha）

18.8ha 3

地区の現況・課題

3 4

火災
町丁目

地域危険度（第７回）

総合

70%

①木造住宅密集地域整備事業（昭和６３年度～）
②防災生活圏促進事業（平成９年度～平成１８年度）
③都市計画道路補助46号線街路事業（平成２１年度～）
④地区計画及び用途地域変更の都市計画決定（平成２１年度～）
⑤都市防災不燃化促進事業（平成２２年度～）
⑥新防火規制（平成１８年度～）
⑦隣接の「原町一丁目・洗足一丁目地区」が先行実施地区として不燃化特区に指定（平成２５年４
月～）

　当地区は、補助４６号線の道路整備と一体的に進める街づくりを進めており、用地買収を進める一方、防災街区整備事業を活用し
た共同化等にも取り組んでいる。しかしながら、地区全体としては、不燃領域率が未だ51.2％であり、地域における取り組みを加速さ
せる必要がある。

①道路整備と一体的に進める街づくりの更なる推進
　・補助４６号線が特定整備路線に認定されたことにともない、街路事業とともに沿道まちづくりを一層加速させる。

②老朽木造建物の建替えの促進
　・助成制度等の新設により、補助４６号線沿道だけではなく、地区内の老朽木造建物の不燃化建替えを促進し、不燃領域率の向上
を図る。

不燃領域率 51.2%

整備目標・方針

備考数値目標 現況 最終

（１）整備目標
○安全・安心で災害に強いまちづくり
震災時による大規模な市街地大火や都市機能の低下を防ぐと共に、円滑な避難、救援・消防活動及び復旧・復興活動を可能にするために、広域的な観点から都市の防災ネットワークの形成を進める。
東京都防災都市づくり推進計画において延焼遮断帯として位置づけられている補助46号線が「特定整備路線」として指定されたことにより、街路整備を加速させ、沿道の不燃化促進や共同化事業の推進など、道路整備と一体的に進め
るまちづくりを更に強化させる。
また、補助４６号線沿道だけではなく、地区内の老朽木造住宅の建替え等による建物の不燃化と、細街路の整備、公園の確保などにより密集市街地の環境改善を図る。

（２）整備方針
○多様な世代が住み続けられるまちづくり
都市計画道路補助46号線の街路事業により発生する狭小残地と後背の狭隘な道路に面し建替えが滞っている宅地にあっては、引き続き、敷地の共同化による建替えを推進し、敷地条件の改善や狭隘道路の拡幅を促進する。
また、利便性が高く営業効果が期待できる低層階には商業・業務系の用途を配置し、商業・業務と住宅が複合した賑わいのある街並みの形成と多様な世代が住み続けられる居住環境の整備を図る。
地域にふさわしい街並みの形成を図るために、日常の憩いの空間の確保、日照・通風等の住環境向上や、地域の持つポテンシャルを拡充させ、更なる活性化を図る。

18.8ha東京都目黒区目黒本町五丁目の全域

倒壊

１　整備目標・方針

地区名

位置

目黒本町五丁目　地区

面積(ha）

新たな取組

計 18.8ha
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２　地区内での取組

コア
事業

A-1

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

C-1

C-2

規制誘導の内容
決定
権者

地区内面積：18.8ｈａ

「最低限高度地区」や「壁面の位置の制限」等の規制

準防火地域全域を「新たな防火規制」の区域に指定

区
目黒本町五丁目8～15番、18～24番
：8.6ｈａ

目黒本町五丁目地区内全域：18.8ｈ
ａ

区

規制誘導の
範囲等

事業項目
事業
番号

公園等整備

不燃化建替えの助
成

道路整備と一体的
に進める沿道まち
づくり

コア
事業
以外
の事
業

老朽建築物の集合
住宅への建替え助
成

都市計画道路補助
第46号線の整備

規制誘導の手法
事業
番号

規制誘導の目的

規制
誘導
策

地区計画等 ・住環境の形成と防災性の向上

新防火規制 ・防災性の向上

・特定整備路線区間の早期整備

・耐火建築物又は準耐火建築物
の建築を行う者に対し、建設に係
る諸費用（既存建築物除却費、
設計費等）の一部を助成し、建替
えによる耐震化と不燃化率の推
進を図る。

老朽建築物除却費
支援

・老朽した建築物を良質な集合
住宅の建築を行う者に対し、建設
に係る諸費用（既存建築物除却
費及び設計費等）を助成し、建替
えによる耐震化と不燃化率の推
進を図る。

・跡地非公共の老朽建築物の除
却について、助成を行う。

・既存公園の拡張や新設公園・
広場の整備を進め、区域内の公
園面積を引き上げる。

・都市計画道路補助第46号線の
整備にあわせて、沿道建築物の
不燃化や共同化を一層促進し、
避難路の確保と延焼遮断帯の形
成などまちの防災機能の向上を
図る「道路整備と一体的に進める
沿道まちづくり」を引き続き、推進
する。

防災街区整備事業など
●士業派遣
●全戸訪問型派遣
●共同化コーディネーター派遣
●まちづくりコンサルタント派遣
【補助事業】都市防災不燃化促進事業

事業規模

46号線沿道：約3.0ｈａ

事業
主体

事業手法
（●：東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱第14条第１項に

定める支援策）
事業概要

密集事業
不燃化特区制度

【補助事業】都市計画道路補助46号線街路事業

地区内面積：18.8ｈａ

【補助事業】住宅市街地総合整備事業
●共同建替え設計費共同施設整備費支援
●全戸訪問型派遣
●共同化コーディネーター派遣
●老朽建築物除却費支援
●固定資産税・都市計画税の減免
●防災街区整備事業支援
●まちづくりコンサルタント派遣
●老朽建築物からの住替え支援

密集事業
不燃化特区制度

事業中

区 事業中

区

●士業派遣
●全戸訪問型派遣
●老朽建築物除却費支援
●戸建建替の設計費支援
●固定資産税・都市計画税の減免
●防災街区整備事業支援
●まちづくりコンサルタント派遣
●共同建替え設計費共同施設整備費支援
●老朽建築物からの住替え支援

地区内面積：18.8ｈａ

備考

都

事業の進捗状況

区

東京都施行事業中
街路延長：約510ｍ
幅員：20ｍ

事業中
都市計画道路の進捗状況
にあわせ共同化等の誘導を
行う

密集事業
不燃化特区制度

区

区
【補助事業】住宅市街地総合整備事業
●公園用地取得助成の面積要件緩和

800㎡程度 事業中

【補助事業】住宅市街地総合整備事業
●全戸訪問型派遣
●老朽建築物除却費支援
●固定資産税・都市計画税の減免

不燃化特区制度事業中

規制誘導の実施有無・進
捗状況

備考

平成22年1月都市計画決定
済

平成18年4月指定済
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３　区域図 　　目黒区　目黒本町五丁目地区
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４　整備方針図 　目黒区　目黒本町五丁目地区

 
 ●コア事業における取組み 

 
 A-1 道路整備と一体的に進める沿道まちづくり 
      防災街区整備事業 
      都市防災不燃化促進事業 

 
 ●コア事業以外における取組み 

 
 B-1 都市計画道路補助第46号線の整備(都施行) 

 
 ●地域全体における取組み 

 
 B-2 不燃化建替えの助成 
 B-3 老朽建築物の集合住宅への建替え助成 

 B-4 公園等整備 
 B-5 老朽建築物除却費支援 

 
 凡例 

 
      不燃化推進特定整備地区（不燃化特区） 

 
      補助第４６号線（特定整備路線） 
 

      道路整備と一体的に進める沿道まちづくり 
 
      防災街区整備事業 

 

補
助

第
４
６
号

線

補
助

第
３
０
号

線

縮尺 １／４０００ 
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５　整備スケジュール

コア事業 A-1
道路整備と一体的に
進める沿道まちづく

り

B-1
都市計画道路補助
第46号線の整備

B-2
不燃化建替えの助
成

B-3
老朽建築物の集合
住宅への建替え助
成

B-4 公園等整備

B-5
老朽建築物除却費
支援

C-1 地区計画等

C-2 新防火規制

平成32年度平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成31年度

コア事業
以外の事

業

規制誘導
策

事業内容 平成30年度平成25年度

（注）区以外の事業については参考スケジュールを示す。 

助成事業の実施 

用地取得・整備 

助成事業の実施 

整備事業の実施 

防災街区整備事業 

地区計画等の実施 

新防火規制の実施 

都市防災不燃化促進事業 

助成事業の実施 


